
                        

 

                     

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  特別賞  (公財)青少年育成福井県民会議会長賞 

  がんばろう じぶんのみらい たいせつに  本荘小学校３年 阪田 洋佑 さん 

  しんじよう あなたのみらい たのしみだ          阪田 早紀 さん  

  

    銀 賞   

 楽しみだ 自分の未来 かなえたい     本荘小学校４年 清水 鈴音 さん 

  がんばって いちばんのみかた いつまでも         清水佳芳里 さん 

  

   銅 賞  

  言わないよ 自分が言われて いやなこと  芦原小学校２年 山本 健永 さん 

  思いやり 気持ちを忘れず 大きくなって          山本 洋子 さん 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月発行 

あわら市少年愛護センター 

青少年健全育成あわら市民会議 

 

     

 

 春休みは進学や進級を迎えるとても大切な時期です。事故やトラブルに巻き込まれたり、感染症にか

かったりしないよう、次のことをしっかり守って、健康・安全に過ごしましょう。 

（１）元気で気持ちのよいあいさつから、一日をスタートしよう。 

（２）生活の決まりを守ろう。      

  〇毎日、早寝・早起きをして朝ごはんを食べよう。 〇からだをきたえよう。 

（３）決められた家庭や社会のルールを守ろう。              

○自転車の乗り方など交通ルールを守ろう。 ○インターネットや SNSの使い方に気をつけよう。        

（４）いかのおすしをわすれない。 

（５）手洗いやうがい、マスクの着用など、感染症防止にしっかり取り組もう。 

 

飛躍の春休み 

入賞おめでとう 
令和６年度「家族でつくる青少年健全育成標語」の 

入賞者が発表されましたのでご紹介します。 

(県内からの応募総数 6075作品の中から選出されました) 

 

あわら市からはこのほかにも佳作８作品が入賞しています。作品は下記の URL からご覧いただけます。 

  http://www.fukuikenminkaigi.jp/images/pdf/hyougo-06sakuhinnsyuu.pdf  

 

 

健全育成を願って 

少年の非行防止と 

【家族でつくる青少年健全育成標語とは】 

「家族間のコミュニケーションを促すため、広く県民から青少年健全育成標語を募集し、青少年の健全育 

 成と非行防止意識の高揚と啓発を図る」ことを趣旨とするものです。 

syuu.pdf  

 

 



 

  親子で考える『実際にあった動画配信トラブル』～事例集～ 
 ネットトラブルの専門機関には日々、いろいろな相談が入ってきます。その中で「動画配信」にまつわ

る相談と、そうならないためのポイントをまとめてみました。親子で一度話し合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもたちは、短い動画を見ることが大好きです。もちろん、自分たちで撮って編集することも、大人 

以上に上手です。でも、それを、ネットに投稿することはとても危険なことだということを、この機会に、

親子で話してみませんか。 

※ 令和６年度 福井県 インターネット安全･安心通信＜保護者向け第９号＞より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あわら市 
   少年愛護センター 
あわら市役所 2F 
(あわら市教育委員会文化学習課内) 

TEL: 0776-73-8042 

あわら市少年愛護センターでは、子どもたちに関する相談を

受け付けています。非行やいじめ問題、その他子どもたちに関

することでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。 

ご相談は左記、愛護センターに直接お越しいただくか、お電

話くださいますようお願いいたします。もちろん、子どもたち

自身の相談も受け付けます。悩み事があれば、一人で悩まず相

談してください。 

※下記でも青少年に関する相談を受け付けています。 

 

県警察本部ヤングテレホン 
TEL:0120-783-214 

福井児童相談所(虐待防止) 

TEL:0776-35-1781 

福井県 24時間電話相談 
TEL:0120-0-78310 

【ケース１】 投げ銭や音楽などの購入で高額の請求が… 

クレジットカードに心当たりがない高額請求があり、問い合わせたら、ライブ配信アプリの課

金だった──こんな相談が寄せられています。 

ライブを見ながらおひねり（チップ）を渡す「投げ銭」機能が使える配信サービスもあり、金額

は 100円程度～数万円までさまざまです。 

そのため、気づけば驚くほど高額になっている可能性もありますが、そもそもクレジットカー

ドは名義人以外の利用は許されていません。 

 

➡キャリア決済もカード決済も、保護者の管理のもとで使うようにしましょう。 

【ケース 2】 18歳未満ですが動画やライブ配信をして収入を得たい 

小学生の場合、多くの配信サービスでアカウントが作れません（13歳以上が対象）。保護者の

アカウントで配信する場合も、保護者同伴が条件というところもあります。動画配信で世界

一稼ぐアメリカの男の子も、アカウント管理、撮影、配信、収益管理などは、全て保護者が行

っているそうです。 

中学・高校生は青少年保護の観点から、配信年齢、配信時間、収益（年齢 による金額の制限）

など配信サービスごとに決まりがあるので、きちんと調べて しっかり守ること。 

収入には契約が伴うため、「年齢を偽る行為＝契約違反」となります。 

 

➡規約で 18歳未満 NGとなっているのなら、18歳まで待ちましょう。 

tel:0120-783-214
tel:0776-35-1781
tel:0120-0-78310

